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新

旧

対

照

条

文

◎
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）

（抄
）

改

正

案

現

行

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
六
十

（
略
）

一
～
六
十

（
略
）

六
十
一

コ
ラ
ー
ゲ
ン
半
月
板
補
填
材
を
用
い
た
半
月
板
修
復
療
法

半
月
板
損

（
新
設
）

傷
（
関
節
鏡
検
査
に
よ
り
半
月
板
の
欠
損
を
有
す
る
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）


